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陸上風力発電所の環境影響評価の環境保全措置等の報告に関する指針

（令和 ６ 年  月  日制定） 

（趣旨）  

第１条   この指針は、環境影響評価法（平成９年法律第 81号。以下「法」という。）

又は岩手県環境影響評価条例（平成 10年岩手県条例第 42号。以下「条例」という。）

の規定に基づく陸上風力発電所の環境影響評価の適正な実施を図るため、必要な

事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条   この指針に使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、法又は条例に

おいて使用する用語の例による。また、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1) 対象事業  法第２条第４項又は条例第２条第４項に定める対象事業のうち次の

要件を満たしている事業をいう。

ア 陸上風力発電所に係る事業

イ 陸上風力発電事業に係る環境の保全上の支障の防止及び環境の保全の確保を

図るための事業実施区域の選定に関する基準（令和●年●月●日環生第●号環

境生活部長通知）の基準１又は基準２を満たさない事業。

(2) 事業者  対象事業を実施しようとする者をいう。

(3) 事後調査  対象事業に係る工事の実施中及び供用開始後において環境の状況を

把握するために事業者が行う調査をいう。

（環境影響評価審査書の作成）  

第３条   知事は、対象事業に係る法第 26条第２項又は条例第 22条第３項に規定する

評価書の送付を受けたときは、当該評価書について環境の保全の見地から審査し、

環境影響評価審査書を作成するものとする。  

２  前項の場合において、知事は、岩手県環境影響評価技術委員会の意見を聴くもの

する。

３  知事は、第１項の規定により環境影響評価審査書を作成したときは、当該審査書

の写しを事業者及び関係市町村長に送付する。

（事後調査の目的）  

第４条   事後調査は、環境影響の予測及び評価の検証を行うことにより、環境影響

評価の実施後の環境配慮の実効性を確保するとともに、環境影響評価の手法や環

境保全措置の技術の向上を図ることを目的とする。  

（事後調査の項目）  

第５条   事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、事後調査の必要

性、事業特性及び地域特性に応じ、当該環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれの

ある環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、事後調査を行うも

のとする。  

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場

合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
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(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内

容をより詳細なものにする場合  

(4) 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度

及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると

認められる場合  

 

（事後調査の手法）  

第６条   事後調査は、事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ、

適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較

検討が可能となるようにするものとする。  

 

（事後調査計画書の作成等）  

第７条   事業者は、対象事業に着手しようとするときは、事後調査の項目及び手法

を記載した事後調査計画書を作成するものとする。ただし、評価書に記載された法

第 14条第１項第７号のハ又は条例第 14条第１項第７号ウに掲げる事項に変更がな

い場合その他の場合であって、知事が事後調査計画書を作成する必要がないと認

めるときは、この限りでない。  

２  事業者は、事後調査計画書を作成したときは、知事及び関係市町村長に対し、事

後調査計画書を送付するものとする。  

 

（事後調査計画書についての知事の意見）  

第８条   知事は、前条第２項の事後調査計画書の送付を受けたときは、送付を受け

た日から 30日以内に、事業者に対し、必要に応じて、事後調査計画書についての環

境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。  

２  知事は、前項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを関係市町村

に送付するものとする。  

 

（事後調査の実施）  

第９条   事業者は、前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘案し、事後調査

計画書の記載事項について検討を加え、その結果に基づき事後調査を行うものと

する。  

 

（工事着手及び工事完了の報告）  

第 10条   事業者（条例に定めるものを除く。）は、対象事業に係る工事に着手した

とき、又は工事が完了したときは、速やかに、その旨を知事及び関係市町村長に書

面により届け出るものとする。  

 

（環境保全措置等の報告書の送付）  

第 11条   事業者（条例に定めるものを除く。）は、法第 38条の２第２項の規定によ

る報告書（以下「報告書」という。）を作成したときは、知事及び関係市町村長に

対し、当該報告書を送付するものとする。  

 

（環境保全措置等の報告書についての意見の聴取）  

第 12条   知事は、前条の報告書の送付を受けたときは、関係市町村長に対し、期間

を指定して報告書について意見を求めるとともに、報告書について岩手県環境影

響評価技術委員会の意見を聴くものとする。  
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（環境の保全のための措置の求め）  

第 13条   知事は、前条の意見が述べられたときはこれらを勘案し、環境の保全のた

めの措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、当該措置を講ずるよ

う求めるものとする。  

 

（環境の保全のための措置の求め） 

第 14条  事業者（条例に定めるものを除く。）は、発電所の設置又は変更の工事の事

業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及

び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測

及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のため

の措置に関する指針等を定める省令第 35条第３項の規定により事後調査や環境保全

措置の結果等を公表するに当たっては、次の事項を記載した報告書（「以下「工事

中又は供用後報告書」という。」を作成し、知事及び関係市町村長に送付するも

のとする。  

 (1) 対象事業に関する基礎的な情報  

 (2) 事後調査の項目、手法及び結果  

 (3) 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度  

 (4) 第２号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための

措置の内容、効果及び不確実性の程度  

 (5) 専門家等の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等  

(6) 工事中又は供用後報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、  

その計画及びその結果を公表する旨  

 

（工事中又は供用後報告書についての意見の聴取）  

第 15条   知事は、前条の規定による工事中又は供用後報告書の送付を受けたときは、

関係市町村長に対し、期間を指定して当該報告書について意見を求めるとともに、

岩手県環境影響評価技術委員会の意見を聴くものとする。  

 

（環境の保全のための措置の求め）  

第 16条   知事は、前条の意見が述べられたときはこれらを勘案し、環境の保全のた

めの措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、書面により当該措置

を講ずるよう求めるものとする。  

２  知事は、前項の規定により措置を講ずるよう求めたときは、同項の書面の写しを

関係市町村長に送付するものとする。  

 

（報告及び資料提出の求め）  

第 17条   知事は、この指針の施行に必要な限度において、事業者に対し、対象事業

の実施状況又は対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況その他必要

な事項について報告又は資料の提出を求めることができるものとする。  

 

附  則 

この指針は、令和６年 月 日から施行する。 
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岩手県環境影響評価図書の継続公表等と希少動植物に関する情報の利用に関する指針 

（令和 ６ 年  月  日制定） 

（趣旨）  

第１条  この指針は、環境影響評価法（平成９年法律第81号。以下「法」という。）又は岩

手県環境影響評価条例（平成10年岩手県条例第42号。以下「条例」という。）の規定に基

づき県に提出される計画段階環境配慮書等の図書（以下「環境影響評価図書」という。）

について、継続公表、縦覧等、閲覧等及び情報利用に関し必要な事項を定めることとする。 

（定義） 

第２条  この指針に使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、法又は条例において

使用する用語の例による。また、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

( 1 )  継続公表  事業者による法又は条例に基づく環境影響評価図書の縦覧期間満了後

に、知事が行う環境影響評価図書のインターネットの利用による環境影響評価図書の

継続的な公表をいう。 

( 2 )  縦覧等 知事が行う環境影響評価図書の縦覧又は貸出しをいう。 

( 3 ) 閲覧等 県民等が行う閲覧又は借出しをいう。

( 4 )  情報利用 知事による環境影響評価図書の希少動植物に係る情報の利用をいう。 

（対象） 

第３条  継続公表、縦覧等の対象とする環境影響評価図書は、別表１の第二に示すものであり、事業者

により縦覧に供された図書とする。 

（継続公表の許諾等）  

第４条  事業者は、環境影響評価図書を提出するときは、その電磁的記録及び環境影響評価図書の継続

公表等に係る許諾書（様式第１号）を併せて提出する。 

２  事業者は、環境影響評価図書に事業者以外の者が著作権を有する地図、写真、図形等の著作物が含

まれるときは、当該著作物の著作権者が公表について許諾するかどうかを確認し、その結果を踏まえ、

許諾書を作成するものとする。 

（継続公表の方法等） 

第５条 継続公表は、事業者から許諾を得られなかった部分を除き、知事が環境影響評価図書を県のウ

ェブサイトに掲載することにより行うものとする。 

２ 継続公表は、事業者による縦覧期間満了日以降とする。 

（電磁的記録の作成仕様） 

第６条 第４条第１項の規定により事業者が県に提出する電磁的記録は、次の各号に掲げる仕様とする。 

( 1 )  磁気ディスク等に保存すること。 

( 2 )  ファイル形式は、PDF形式等改ざんされにくく、広くサポートされているものを用いること。

( 3 )  各々のファイル容量は、章ごとに適宜分割すること等により、10MB以下になるようにすること。 

（縦覧等の場所） 

第７条  知事は、環境生活部環境保全課（以下「環境保全課」という。）執務室並びに行政

情報センター及び行政情報サブセンター（以下「行政情報センター等」という。）におい

て、環境影響評価図書を縦覧等に供するものとする。 
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（縦覧等の期間） 

第８条 環境影響評価図書の縦覧に供する期間は別表第１に示すとおりとする。 

 

 （縦覧等の方法） 

第９条 行政情報センター等において環境影響評価図書の閲覧等をする場合は、行政情報セ

ンター等運営要領（平成６年７月14日制定）に定めるところによる。 

２ 環境保全課執務室において環境影響評価図書の閲覧等をする場合は、第９～第18条に

定めるところによる。 

 

（閲覧等の日時） 

第10条  次の各号に掲げる日（第16条において「休日」という。）には、環境保全課執務

室において環境影響評価図書の閲覧等はできない。 

(1) 日曜日及び土曜日。 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第178号）に規定する休日。 

(3) 12月29日から翌年の１月３日までの日。 

２ 環境保全課執務室の利用時間は午前９時から午後５時までとする。ただし、環境保全課

総括課長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。 

 

（閲覧等をする者の心得） 

第11条  環境保全課執務室において環境影響評価図書の閲覧等をする者は、次の各号に掲げ

る事項を遵守すること。 

(1) 環境影響評価図書の取扱いを丁重にすること。  

(2) 環境影響評価図書を転貸しないこと。 

(3)  環境影響評価図書を閲覧等するときは、著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 30条

に定めるところに従い、私的使用目的に限ること。  

(4) その他環境保全課総括課長の指示に従うことと。 

 

（閲覧等の制限） 

第12条  環境保全課総括課長は、第 11条の規定に違反した者に対して、閲覧等を中止又は

禁止することができる。 

 

（環境影響評価図書の紛失等） 

第13条  環境保全課執務室において環境影響評価図書を紛失し、又は著しく汚損した者は、

速やかに、紛失（汚損）届（様式第２号）を知事に提出し、その指示を受けるものとする。  

 

（閲覧の手続） 

第14条  環境保全課執務室において環境影響評価図書の閲覧をしようとする者は、閲覧簿

（様式第３号）に、住所及び氏名を記載するものとする。  

 

（貸出しの申込） 

第15条  環境保全課執務室において環境影響評価図書の貸出しを受けようとする者は、貸出

申込書（様式第４号）を環境保全課総括課長に提出するものとする。  

２ 前項の貸出申込書を提出するときは、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、

133



国民健康保険証その他の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及

び代表者の氏名）を確認できる書類を提示するものとする。  

 

（貸出期間） 

第16条  環境保全課執務室における環境影響評価図書の貸出期間は、環境影響評価図書貸出

日から１週後の日（同日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日）までの期

間とする。ただし、再度貸出申込書を提出することを妨げない。  

 

（貸出しの決定） 

第17条  環境保全課総括課長は、貸出申込書の提出があり、貸出申込状況及び環境影響評価

図書の保管部数を勘案して適当と認めたときは、貸出票（様式第５号）を交付し、貸出し

を行うものとする。ただし、環境保全課総括課長は、必要と認めるときは、貸出申込書に

記載された貸出期間を短縮して貸出しを行うことができる。  

 

（返却の手続） 

第18条  環境影響評価図書の貸出しを受けた者は、第16条の(1)及び(2)に掲げる貸出期間

内に、貸出しを受けた環境影響評価図書を環境保全課総括課長に返却し、紛失又は汚損の

有無の確認を受けるものとする。 

 

（著作権保護） 

第19条  知事は、継続公表及び縦覧等に当たっては、著作権その他に関する問題が生じない

よう、ウェブサイト上に、著作権者により許諾されていない加工、転用等を行うことは禁

止されている旨記載するなど、著作権法（昭和 45年法律第 48号）に基づく著作権者の権

利について、必要な保護を図ることとする。 

 

（利用情報） 

第20条  情報利用の対象とする環境影響評価図書の情報は、別表１の第二の図書に記載され

た、岩手県希少野生動植物の保護に関する条例（平成 14年条例第 26号）第２条第１項第

１から５号に定める希少野生動植物に関する情報のうち、事業者から利用を許諾された情

報に限るものする。 

 

（利用範囲） 

第21条  知事は、前条に規定する情報について、複数の事業による累積的な環境影響の評価

の目的に限り利用する。 

 

附  則 

この指針は、令和６年 月 日から施行する。 
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別表１  

 
 

事業 図書 
行政情報センター等における 

縦覧期間 
環境保全課執務室における縦覧期間 

法 

対象 

計画段階環境配慮

書及び要約書（法

第３条の３） 

法に基づく環境配慮計画書の岩手県

知事あて提出日の翌日から法環境影

響評価方法書の提出日まで 

法に基づく環境影響評価書の岩手県知

事あて提出日の翌日から７年間 

環境影響評価方法

書及び要約書(法

第５条) 

法に基づく環境影響評価方法書の岩

手県知事あて提出日の翌日から法環

境影響評価準備書の提出日まで 

環境影響評価準備

書及び要約書(法

第14条) 

法に基づく環境影響評価準備書の岩

手県知事あて提出日の翌日から法環

境影響評価書の提出日まで 

環境影響評価書及

び要約書(法第21

条) 

法に基づく環境影響評価書の岩手県

知事あて提出日の翌日から３年間 

報告書(法第38条

の２) 
法に基づく報告書の岩手県知事あて提出日の翌日から３年間 

条例

対象 

環境影響評価方法

書及び要約書（条

例第６条） 

条例に基づく環境影響評価方法書の

岩手県知事あて提出日の翌日から条

例環境影響評価準備書の提出日まで 

条例に基づく環境影響評価書の岩手県

知事あて提出日の翌日から７年間 

環境影響評価準備

書及び要約書（条

例第14条） 

条例に基づく環境影響評価準備書の

岩手県知事あて提出日の翌日から条

例環境影響評価書の提出日まで 

環境影響評価書及

び要約書（条例第

22条） 

条例に基づく環境影響評価書の岩手

県知事あて提出日の翌日から３年間 

報告書（条例第33

条） 
条例に基づく報告書の岩手県知事あて提出日の翌日から３年間 

※環境保全課執務室における縦覧期間は、必要に応じて環境保全課総括課長によって延長することができ

る。 
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（Ａ４） 

様式第１号（第４条関係） 

 

環 境 影 響 評 価 図 書 の 継 続 公 表 等 に 係 る 許 諾 書 

 

年  月  日 

 

  岩手県知事        様 

 

                        住 所 

                       氏 名 
法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                       電話番号 

 

 岩手県環境影響評価図書の継続公表等と希少動植物に関する情報の利用に関する指針第４条の規

定に基づき、環境影響評価図書の県ウェブサイトによる継続公表及び県による岩手県希少野生動

植物の保護に関する条例（平成14年条例第26号）第２条第１項第１から５号に定める希

少野生動植物に関する情報の利用について、次のとおり許諾します。 

 

 

１ 環境影響評価図書の名称 

 

 

２ 許諾状況 

 (1)県ウェブサイトへの掲載について 

□全て許諾 

□一部許諾 

 

不許諾部分 不許諾理由 

  

 

  

 

 

 

(2)希少動植物情報の利用について 

□全て許諾 

□一部許諾 

 

不許諾部分 不許諾理由 
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様式第２号（第13条関係） 

 
 

 

様式第３号（第 14条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

閲覧年月日 環境影響評価図

書の名称 
住所・連絡先 氏名 備考 

     

日
日 

月
月 

年
年 

環境影響評価図書の名称 
貸出年月日 
紛失（汚損）年月日 
紛失（汚損）の状況 

１ 
２ 
３ 
４ 

記 

岩手県知事 様 
住所
氏名 

 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 

 

下記のとおり、環境影響評価図書を紛失（汚損）しましたので、届け出ます。 

日 月 年 

紛 失 （汚 損） 届 

閲 覧 簿 
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貸 出 申 込 書 

年 月 日 
環境保全課総括課長 様 

 

住所 
氏名 

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏名
連絡先 
電話番号 

 

岩手県環境影響評価図書の継続公表等と希少動植物に関する情報の利用に関する指針第15条第１項
の規定により、下記のとおり、環境影響評価図書の貸出しを受けたいので申し込みます。 

 

様式第４号（第15条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 記 

１ 環境影響評価図書の名称 
２ 貸出期間 

  
日（週） 

(1) 貸出年月日 年 月 日 
(2) 返却年月日 年 月 日 

 

 

 

様式第５号（第17条関係） 

  

 

貸 出 票 
年 月 日 

申込者 様 
 

環境保全課総括課長 
 

岩手県環境影響評価図書の継続公表等と希少動植物に関する情報の利用に関する指針第17条の規
定により、下記のとおり、環境影響評価図書を貸し出します。 

 

 記 

１ 環境影響評価図書の名称 
２ 貸出期間 

  
日（週） 

(1) 貸出年月日 年 月 日 
(2) 返却年月日 年 月 日 

３ 遵守事項 
(1) 環境影響評価図書の取扱いを丁重にすること。 
(2) 環境影響評価図書を転貸しないこと。 
(3) 環境影響評価図書を複製するときは、著作権法（昭和45年法律第48号）第30条に定めるところ

に従い、私的使用目的に限ること。 
(4) 貸出期間内に、貸出しを受けた環境影響評価図書を環境保全課総括課長に返却し、紛失又

は汚損の有無の確認を受けること。 
(5) 環境影響評価図書を紛失し、又は著しく汚損したときは、速やかに紛失（汚損）届を知事に提

出すること。 
(6) その他環境保全課総括課長の指示に従うこと。 

 
 

138



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



環境影響評価手続の実施状況等について 

１ 法及び条例に基づく環境影響評価手続の実施状況（令和６年２月末日現在）

手続実施 手続中 手続終了 知事意見 配慮書 方法書 準備書 

1.道路 ５ １ ４ ７ ４ ３ 

2.河川 ２ １ １ ４ ３ １ 

3.鉄道

4.空港

5.発送電

火力 ４ １ ３ ４ ３ １ 

風力※ 37 32 ５ 61 29 19 13 

太陽光 １ １ １ １ 

その他※ ３ ３ ８ ２ ３ ３ 

6.廃棄物 13 ２ 11 19 10 ９ 

7.公有水面

8.区画整理 １ １ ２ １ １ 

9.新住宅

10.新都市

11.流通団地

12.宅地造成

13.レク施設 １ １ １ １ 

14.砂利採取

15.鉱物採掘 １ １ ２ １ １ 

16.ばい煙

17.終末処理 ２ ２ 

18.畜産農業

19.建築物 15 １ 14 ４ ２ ２ 

20.その他

合計 85 39 46 113 31 48 34 

資料№４-３ 
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２ 風力発電所の環境影響評価手続の実施状況（令和６年２月末日現在）         

（届出順） 
No. 事業名 実施場所 規模 区分 事業（手続）主体 配慮書 方法書 準備書 評価書 運転開始 備考

1 鹿角・上沼風力発電事業 秋田県鹿角 50,600 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2014年8月 2015年1月

2
住田遠野風力発電事業（住
田遠野ウィンドファーム）

遠野、住田 99,750 方1種
合同会社グリーンパワー
住田遠野

2014年10月 2015年2月 2016年5月 2020年3月 2023年5月
4200*27

3
葛巻ウィンドファームプロ
ジェクト

葛巻 110,400 法1種 三菱商事㈱ 2015年7月 2015年12月 2016年8月

4
折爪岳南（Ⅱ期地区）風力
発電事業

九戸、一戸、葛
巻

125,800 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2015年7月 2016年10月

5
折爪岳南（1期地区）風力発
電事業

二戸、一戸、九
戸

46,800 法1種 合同会社JRE折爪岳南1 2015年7月 2016年2月 2017年2月 2020年1月 2023年1月
接続容量44180kW
3600*13

6 ノソウケ峠風力発電事業 軽米、洋野 30,000 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2015年8月

7
グリーンパワー稲庭田子風
力発電事業

二戸、八幡平、
青森県田子

94,500 法1種
合同会社グリーンパワー
稲庭田子

2015年8月 2016年3月 2017年3月 2023年8月

8 稲庭風力発電事業 二戸、八幡平 134,400 法1種 稲庭ウインド合同会社 2015年11月 2021年9月 2023年4月

9 高森筍平風力発電事業 二戸 69,000 法1種 日立造船㈱ 2016年7月

10 稲庭岳風力発電事業 二戸 180,000 法1種 日立造船㈱ 2016年9月

11 洋野風力発電事業 洋野 128,000 法1種 洋野風力開発㈱ 2016年10月 2017年3月 2022年8月

12 田野畑風力発電事業
岩泉、田野畑、

普代
90,000 法1種 日本風力開発㈱ 2016年12月 2017年5月

13
袖山高原ウィンドファーム事
業

久慈、葛巻、岩
泉

150,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2016年12月

14 SGET岩泉ウィンドファーム 宮古、岩泉 46,000 法1種
SGET岩泉ウィンドファー
ム合同会社

2017年1月 2017年7月 2019年12月 2021年10月

15 八幡平風力発電事業 八幡平 200,000 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2017年2月

16
岩手銀河(1)及び(2)ウインド
ファーム建設事業

一関、住田 72,000 法1種 エコロジー総合研究所㈱ 2017年10月

17
岩手洋野における風力発電
事業（仮称）

洋野 30,600 法1種 ＳＢエナジー㈱ 2017年11月

18 紫波・花巻風力発電事業 花巻、紫波 60,200 法1種 電源開発㈱ 2017年12月

19
釜石広域風力発電事業更
新計画

釜石、遠野、大
槌

42,900 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2018年5月 2019年1月 2021年1月 2023年11月

20 折爪岳北風力発電事業
二戸、軽米
青森県南部

95,200 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2018年7月 2016年10月

21 岩手久慈風力発電事業
久慈、軽米、九

戸
75,000 法1種 東急不動産㈱ 2021年11月 2022年11月

22 西久慈風力発電事業
久慈、九戸、葛

巻、軽米
439,200 法1種

インベナジー・ウインド合
同会社

2022年5月

23 一戸・稲庭風力発電事業 二戸、一戸 219,600 法1種
インベナジー・ウインド合
同会社

2022年5月

24 久慈山形風力発電事業 久慈 105,000 法1種 HSE㈱ 2022年6月 2023年11月

25 薮川地区風力発電事業 盛岡、岩泉 140,000 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2022年8月 2023年3月 配慮書230MW

26 宮城気仙沼風力発電事業 宮城県気仙沼 43,000 法1種 東急不動産㈱ 2022年9月 2023年3月

27
岩手大船渡陸前高田風力
発電事業

大船渡、
陸前高田

110,000 法1種 東急不動産㈱ 2022年10月

28 小軽米風力発電事業 軽米、洋野 90,000 法1種 ＨＳＥ㈱ 2022年11月 2024年2月

29 盛岡薮川風力発電事業 盛岡 168,000 法1種 ㈱レノバ 2022年12月

30 高森高原風力発電事業 一戸 25,300 法1種 岩手県企業局 2013年3月 2015年2月 2015年10月 2018年1月
2300*11

31 住田ウィンドファーム事業
住田、一関、陸
前高田、奥州

165,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2013年3月

32 岩手九戸風力発電事業 洋野、軽米 46,200 法2種 ㈱タカ・クリエイト 2023年3月

33 姫神ウィンドパーク事業 盛岡、岩手 18,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2012年7月 2015年10月 2019年4月
実施要綱アセス
2000*9

34
新葛巻風力発電事業・葛巻
風力発電事業（くずまき第
二風力発電所）

葛巻、岩泉 67,000 法1種 電源開発㈱ 2015年4月 2016年2月 2020年12月
2000*16
2100*6

35
釜石広域風力発電事業拡
張計画

遠野、釜石、大
槌

114,000 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2015年2月

36 宮古岩泉風力発電事業 宮古、岩泉 199,500 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2015年7月

37 盛岡簗川風力発電事業 盛岡、宮古 46,200 法２種 ㈱タカ・クリエイト 2023年9月

合計 37 事業 12 12 5 3 5
3,927,150 kW 1,728,600 1,072,000 686,300 183,400 256,850

県内計 35 事業 12 10 5 3 5
3,787,150 kW 1,728,600 978,400 686,300 183,400 256,850

電力量 kWh（百万） 3,786 2,143 1,503 402 563

累計出力 kW 3,833,550 2,104,950 1,126,550 440,250 256,850

累計電力量 kWh（百万） 8,395 4,610 2,467 964 563

※詳細は県ホームページ参照。なお、「電力量」は届出条の出力をもとに算定したもの。  
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３ 令和５年度の環境影響評価審査の予定（令和６年２月末日現在）【非公開】      

 
 

事業種 事業名 
手続 
段階 

事業主体 
予備 
審査 

事前 
審査 

現地 
調査 

審査会 

１ 
河川 

（ダム） 

北上川上流ダム再

生事業 
方法書 

国土交通省東北地方

整備局 
- ○ - 6/1 

２ 
風力 

発電所 

薮川地区風力発電

事業 

法 

方法書 

(株)グリーンパワー

インベストメント 
- ○ - 7/26 

３ 
風力 

発電所 

岩手九戸風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- ○ - 7/26 

４ 建築物 

SMC 遠野サプライ

ヤーパーク建設計

画 

条 例 ２

種判定 
SMC株式会社 ○ - 6/26 7/26 

５ 
風力 

発電所 

宮城気仙沼風力発

電事業 

法 

方法書 
東急不動産㈱ - ○ - 書面 

６ 
風力 

発電所 
稲庭風力発電事業 

法 

準備書 

稲庭ウインド合同会

社 
- ○ 8/9 9/7 

７ 
太陽光 

発電所 

大船渡第一・第二

太陽光発電所事業 

条 例 ２

種 方 法

書 

岩手三陸太陽光発電

合同会社（自然電力

㈱） 

‐ ○ ‐ 10/31 

８ 建築物 
東北生産・物流セ

ンター建設事業 

条 例 ２

種判定 

東京エレクトロンテ

クノロジーソリュー

ションズ㈱ 

‐ 未定 未定 10/31 

９ 
風力 

発電所 

盛岡梁川風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- 未定 - 未定 

10 
廃棄物 

処理施設 

エネルギー回収型

一般廃棄物処理施

設事業 

条例 

準備書 

一関地区広域行政組

合 
- 未定 未定 未定 

11 
風力 

発電所 

西久慈風力発電事

業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

12 
風力 

発電所 

一戸・稲庭風力発

電事業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※非公開 
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４ 令和６年度の環境影響評価審査の予定（令和６年２月末日現在）【非公開】      

 
 

事業種 事業名 
手続 
段階 

事業主体 
予備 
審査 

事前 
審査 

現地 
調査 

審査会 

１ 
河川 

（ダム） 

北上川上流ダム再

生事業 
方法書 

国土交通省東北地方

整備局 
- ○ - 6/1 

２ 
風力 

発電所 

薮川地区風力発電

事業 

法 

方法書 

(株)グリーンパワー

インベストメント 
- ○ - 7/26 

３ 
風力 

発電所 

岩手九戸風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- ○ - 7/26 

４ 建築物 

SMC 遠野サプライ

ヤーパーク建設計

画 

条 例 ２

種判定 
SMC株式会社 ○ - 6/26 7/26 

５ 
風力 

発電所 

宮城気仙沼風力発

電事業 

法 

方法書 
東急不動産㈱ - ○ - 書面 

６ 
風力 

発電所 
稲庭風力発電事業 

法 

準備書 

稲庭ウインド合同会

社 
- ○ 8/9 9/7 

７ 
太陽光 

発電所 

大船渡第一・第二

太陽光発電所事業 

条 例 ２

種 方 法

書 

岩手三陸太陽光発電

合同会社（自然電力

㈱） 

‐ ○ ‐ 10/31 

８ 建築物 
東北生産・物流セ

ンター建設事業 

条 例 ２

種判定 

東京エレクトロンテ

クノロジーソリュー

ションズ㈱ 

‐ 未定 未定 10/31 

９ 
風力 

発電所 

盛岡梁川風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- 未定 - 未定 

10 
廃棄物 

処理施設 

エネルギー回収型

一般廃棄物処理施

設事業 

条例 

準備書 

一関地区広域行政組

合 
- 未定 未定 未定 

11 
風力 

発電所 

西久慈風力発電事

業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

12 
風力 

発電所 

一戸・稲庭風力発

電事業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※非公開 
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